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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第130期

第３四半期連結
累計期間

第131期
第３四半期連結

累計期間
第130期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（百万円） 30,353 31,850 40,469

経常利益（百万円） 1,088 1,236 1,162

四半期（当期）純利益

（百万円）
686 782 1,452

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
783 1,025 1,748

純資産額（百万円） 31,967 33,805 32,934

総資産額（百万円） 46,783 48,976 47,819

１株当たり四半期（当期）純利

益金額（円）
22.77 25.97 48.18

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 68.29 68.98 68.83

　

回次
第130期

第３四半期連結
会計期間

第131期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
11.59 13.72

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

　断したものであります。　

　

（1）業績の状況

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、政府の経済政策による円安・株高が進行し、景気は緩やかに回復基

調にあるものの、円安による原材料費・燃料費の高騰や電気料金の値上がり等、先行きの不透明感は払拭できない

状況が続いております。

　このような情勢のなかで、当社グループは、企業価値増大に向け、バス事業を基盤としながら、レジャーサービ

ス業での新規出店等を通じて安定した収益の確保に注力してまいりました。結果、当第３四半期連結累計期間の売

上高は前年同期比1,496百万円（4.9％）増の31,850百万円、営業利益は前年同期比83百万円（8.3％）増の1,088百

万円、経常利益は前年同期比148百万円（13.6％）増の1,236百万円、四半期純利益は96百万円（14.0％）増の782

百万円となりました。

　

 セグメントの業績は次の通りであります。なお、売上高、営業利益はセグメント間の内部売上高又は振替高控除

前の金額であります。

　

① 自動車運送

　乗合バス部門は、一般路線バスでは、定期券の販売が好調に推移したことに加え、公営バスからの受託系統が増

加したこと等により前年同期に比べ増収となりました。また、高速バスは、ワイドシート車両の導入や高速バス情

報サイトの立ち上げ等により、旅客サービスの向上を図りました。タクシー部門は、稼働数の増加により増収とな

りました。以上の結果、売上高は前年同期比232百万円(1.7％）増の13,584百万円となりましたが、営業損益は人

件費及び燃料費の増加等により前年同期に比べ５百万円（△1.4％）悪化し、389百万円の営業損失となりました。

② 車両物販・整備

　車両物販部門は、車両部品及びタイヤの販売が増加したことに加え、自動車販売が好調に推移したことにより増

収となりました。また、整備部門は、バス搭載機器等の受注が減少したこと等により減収となりました。以上の結

果、売上高は前年同期比373百万円（7.4％）増の5,416百万円、営業利益は21百万円（7.3％）増の316百万円とな

りました。

③ 業務受託

　車両運行管理部門は、既存顧客において一部解約はありましたものの、新規顧客の獲得等により増収となりまし

た。経営受託部門は、指定管理施設の減少により減収となりました。介護部門は、サービス付き高齢者向け住宅

「青山の郷」及び併設するデイサービス訪問介護施設「ケアサービス神姫あおやま」の稼働増により増収となりま

した。以上の結果、売上高は前年同期比59百万円（△2.5％）減の2,327百万円となりましたが、営業利益は介護部

門の収支が改善したこと等により前年同期比40百万円（29.5％）増の179百万円となりました。

④ 不動産

　販売部門は、分譲地販売区画数は前年同期並となりましたが、建物販売戸数が増加したことにより、また、建設

部門は、大口工事の完成に伴う売上を計上したことにより増収となりました。賃貸部門は、既存賃貸先の賃料改定

等により減収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比264百万円（10.1％）増の2,885百万円、営業利益は

66百万円（7.2％）増の992百万円となりました。
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⑤ レジャーサービス

　飲食部門は、カフェ事業において三ノ宮店が好調に推移したことに加え、ＪＲ姫路駅前ビルの再開発等の影響に

より姫路店の集客が増えました。サービスエリア事業は出雲大社遷宮等による観光客の増加やスナックコーナーの

リニューアル効果等により加西店が増収となりました。また、ＦＣ事業においてサルヴァトーレ・クオモ・アン

ド・バール(イタリアンレストラン)を新規出店したこと等により、前年同期に比べ増収となりました。レンタル部

門・ＴＳＵＴＡＹＡは、レンタル・物販収入ともに客数の減少により減収となりました。また、遊技場部門は、両

店舗のリニューアルや１円パチンコの拡大など、増客施策を実施してまいりましたが、遊技者人口の減少や近隣店

との競合により減収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比121百万円（△2.0％）減の5,887百万円、営

業利益は飲食部門における新規出店費用の発生等により前年同期に比べ62百万円（△43.3％）減の82百万円となり

ました。　

⑥ 旅行貸切

　旅行部門は、手配旅行が前年同期に比べ減収となりましたが、30周年イベント中の東京ディズニーリゾートへの

ツアーや屋久島へのクルーズツアー等の募集型企画旅行が好調に推移したことにより増収となりました。貸切バス

部門は、効率的な配車による日車収入の増加により増収となりました。以上の結果、売上高は前年同期比164百万

円（6.8％）増の2,607百万円となりました。営業損益は前年同期に比べ36百万円（42.3％）改善しましたが、49百

万円の営業損失となりました。　

⑦ その他

　コンビニエンス部門は、ファミリーマートの運営店舗数を増やしたことにより、また、化粧品販売部門は、直営

を含む２店舗を出店したことにより増収となりました。清掃・警備部門は、車両・建物清掃や放置車両確認業務の

契約が減少したこと等により減収となりました。農業部門はトマト等の生産に加え、農家から農産物を集める集荷

場の運営を拡大しました。以上の結果、売上高は前年同期比392百万円（37.4％）増の1,442百万円となりました

が、営業損益は、コンビニエンス部門の店舗開設費用の発生等により前年同期に比べ32百万円（△165.6％）悪化

し、51百万円の営業損失となりました。　 

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次の通りであります。

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉

を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させていくことを可

能とする者である必要があると考えております。

　当社は、特定株主グループによる当社経営への関与は、当社の企業価値を毀損するものではなく、それが当社の

企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものであれば何ら否定するものではありません。

　しかしながら、大規模買付者（特定株主グループの議決権割合が20％以上となることを目的とする当社株券等の

買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為を行う者をい

い、かかる買付行為を「大規模買付行為」といいます。）が、当社の財務及び事業の内容を理解するのはもちろん

のこと、下記２.（1）の「当社の企業価値の源泉」を十分に理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させ

ることを可能とする者でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は損なわれることになります。

　近時の資本市場においては、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる上場

企業の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として対象会社に影響力を行使しうる程度の大

規模な株券等の買付行為等を強行するといった事態も生じています。今後もこうした大規模な株券等の買付行為等

が行われることが十分に想定されます。

　このようなリスクを認識しつつ、何ら対応策を講じないまま企業経営を行い、大規模買付行為の提案がなされた

場合、目先の株価の維持・上昇を目的とした経営判断を求められかねません。中長期的な視点から、企業価値向上

に集中して取り組み、大規模買付行為の提案の是非を判断するためには、特段当社に対する大規模買付行為の提案

がなされていない時点において予め、そうした提案への対応策を導入しておくことが必要であると判断しておりま

す。

　このように、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資することのない大規模買付者は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、当

社は、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るこ

とが必要であると考えます。

　

２．当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

(1）当社の企業価値の源泉
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　当社は、公共性の極めて高いバス事業を中核事業として営んでおり、地域に密着した企業としての役割の重要性

をも認識した上で、「地域共栄・未来創成」という企業理念のもと、企業価値の増大と社会的責任を果たすことを

経営における基本方針としております。また、この基本方針の実現を通じて、株主共同の利益の確保・向上を図る

ことを目指しております。

　当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために、①積極的な増収・増益策の実施、②コスト管理

の強化、③経営資源の有効活用を推進し、かつＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たすために、(a)法令順守（コン

プライアンス）、(b)危機管理、(c)雇用維持、(d)ＣＤ（顧客感動）、(e)環境対策及び社会福祉対策を推進するこ

とについて、日々努力を重ねております。

　具体的には、①生活路線の可能な限りの維持を基本とするも、効率化を図るための不採算路線の整理・縮小と採

算の見込める路線への輸送力シフト、②不採算地域一括での分社化、管理の委託化、コミュニティバス体系化の推

進、③高速バス路線の拡大、ニュータウン線の拡充、神戸中心地への短絡ルート線の充実、公営バスからの路線譲

受け・管理受託、④適正な賃金レベル・労働条件の維持、⑤ＣＳ（顧客満足）から更に進んだＣＤ（顧客感動）の

実現、車両及び搭載機器の更新を進めております。また、バス事業以外のその他の事業においては、飲食、レ

ジャー、建売分譲等、生活関連事業を中心としたサービス事業への積極的展開と、自動車整備等、自動車関連事業

の堅実な展開を目指しております。具体的には、(a)サービス事業でのＦＣ加盟による新規分野への進出、Ｍ＆Ａ

による事業領域の拡大、(b)自治体等の施設の運営受託又は施設譲受け、及び(c)自動車整備工場（指定工場）の整

備能力の増強を進めております。

　以上を骨子とした諸施策の実施とともに、バス輸送をはじめ商品・サービスの安全性確保のために管理の徹底を

図っております。当社は売上高及び経常利益の増大、及び不要不急の資産の売却・活用による借入額の軽減等を通

じ、公共性の強い当社の事業展開と経営基盤の安定強化を図ることで、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の

利益の確保・向上に努めてまいります。

　当社を中核とする神姫バスグループが、その企業理念とバス事業者としての公共的使命及びこれらを背景とする

ビジョンに基づき企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るためには、中核事業であるバス事業の健全

経営によって生み出される信用とその知名度を生かして、地域との深い関わりを基盤とした事業展開を推進し、既

存事業の周辺事業・派生事業を中心に事業の多角化を図ることが必要不可欠と考えます。今後もこの方針を継続

し、事業ポートフォリオを拡充させていくことで、外的な要因によって経営に不安定要素が生じるリスクを分散さ

せることを目指しております。また、当社の事業計画は、平成７年度から開始した３年単位の中期経営計画によっ

て遂行されており、特に当社の中核事業であるバス事業においては、公共交通機関としての重要な要素である「安

全性」に裏打ちされた、公共性と経済性の双方のバランスのとれた経営が必要であり、これらこそが企業価値の源

泉であると考えております。

(2）コーポレートガバナンスの強化

　当社は、当社の企業価値の向上のために、コーポレートガバナンスの強化を図っております。

　具体的には、平成18年６月29日開催の第123回定時株主総会（以下、「第123回定時株主総会」といいます。）に

おいて、取締役の任期を１年に短縮する定款変更を行っており、これにより、取締役の経営責任の明確化を図って

おります。また、当社の取締役８名のうち、２名については独立性を有する社外取締役としております。

　更に、当社は、監査役会を設置しておりますが、平成19年６月28日より、従来の常勤監査役１名及び社外監査役

２名の計３名体制から、社外監査役を１名増員し、常勤監査役１名及び社外監査役３名の計４名体制に変更し、監

査機能の強化を図っております。

　このように、当社は、コーポレートガバナンスの強化を図ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益の確保・向上に努めております。

　

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

　当社取締役会は、当社が上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模買付行為に応じて当社株式

の売却を行うか否かは、基本的に株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであり、大規模買付行為に対する対抗

措置の発動そのものについても株主の皆様に直接的にご判断いただくことが望ましいと考えております。　

　しかしながら、大規模買付者による大規模買付行為、とりわけ限られた時間内で買付行為に応じるか否かを判断

することが求められる公開買付けが行われた場合には、他の株主の皆様が当該公開買付けに応じるか否か明らかで

ない状況下において、公開買付けの内容には満足できないものの、応募しないと公開買付けが成立してしまい、売

却の機会を失ってしまうという不安感から、株主の皆様が不本意な形で大規模買付行為に応じて保有する株式を売

却せざるを得ないという、株式の売却を事実上強要される事態も想定されます。

　このため、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、①株主の皆

様が大規模買付者による当該大規模買付行為に賛同するか否かについて、十分な時間をかけて検討し、その判断を

株主総会という株式会社の基本的な意思決定の場において表明する機会を確保すること、及び②当社取締役会とし

ても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付者及び大規模買付行為に関して十分な情報等を得られ

るように努力することが、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために重要であると考えております。
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　更に、当社取締役会といたしましては、昨今の市場における大規模買付行為の実態を考えますと、公開買付け以

外の方法によって当社株券等の買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、大規模買付行為を行う

にあたり、当社取締役会の同意を得ることを求めることとし、当社取締役会の事前の同意なく行われた大規模買付

行為に対しては、一定の対抗措置を採る必要があると考えております。また、当社取締役会としては、株主共同の

利益を守るために、大規模買付者により行われる大規模買付行為に関して十分な情報等の取得に努め、これらの情

報を株主の皆様にご提供することを通じて、大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様にご判断いただくことに

役立てるよう努力することが必要であると考えております。

　そこで、当社は、第123回定時株主総会において、大規模買付行為への対応方針（以下、「当初対応方針」とい

います。）を導入し、その後、平成21年６月26日開催の第126回定時株主総会（以下、「第126回定時株主総会」と

いいます。）において、「買収防衛策一部変更・継続の件」をご承認いただき、当初対応方針の内容を一部変更い

たしました（以下、第126回定時株主総会決議による継続後の当該対応方針を「旧対応方針」といいます。）。

　旧対応方針の有効期間は、平成24年６月28日開催の第129回定時株主総会（以下、「第129回定時株主総会」とい

います。）までとなっておりましたが、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する

基本方針の一部変更と、大規模買付行為に関する検討を行う際に当社取締役会が外部専門家の助言を受けることが

できる旨を明確化したほか、旧対応方針の表現及び字句等を一部変更の上、継続する議案を第129回定時株主総会

にお諮りし、ご承認いただきました（以下、変更後の当該対応方針を「本対応方針」といいます。）。

　これにより、当社取締役会は、今後も大規模買付者に対して、本対応方針に定めた大規模買付ルールに従って買

付けを行うことを求めることといたしました。

　大規模買付ルールの具体的な内容は、以下の通りであります。

　① 大規模買付者が、当社取締役会の事前の同意を得ずに公開買付けを実施する場合は、公開買付期間を法令上

の最長期間である60営業日に設定すること。

　② 大規模買付者が、公開買付け以外の方法で当社株券等を取得しようとする場合又は結果として当社株券等を

取得することとなる場合には、事前に当社取締役会の同意を得ること。

　また、当社取締役会としては、大規模買付行為が行われる場合、大規模買付者から大規模買付者及び大規模買付

行為に関する情報の取得に努め（以下、取得する情報を「大規模買付情報」といいます。）、取得した当該情報を

株主の皆様にご提供した上で、大規模買付行為の妥当性をご判断いただけるように努力いたします。

　特に、当社取締役会の同意のない公開買付けにより行われる大規模買付行為の場合には、当社取締役会は、大規

模買付者から株主総会開催日の概ね30日前までに受領した大規模買付情報については、株主の皆様のご判断の参考

としていただくため、株主総会招集通知とともに送付させていただくこととします（但し、当社取締役会におい

て、株主総会招集通知に同封して発送することが、時間的、又は取得した大規模買付情報の量から困難であると判

断した場合には、当社ホームページ（http://www.shinkibus.co.jp/index.html）にて、当該大規模買付情報を開

示する場合があります。）。また、株主総会開催日の概ね30日前を経過後に提供された大規模買付情報について

は、随時、当社ホームページにて開示することといたします。

　当社取締役会としては、株主総会の開催日まで、大規模買付情報の取得及び大規模買付者との交渉等に努め、ま

た、弁護士、公認会計士又は学識経験者等の公正な外部専門家（以下、これらの外部専門家を総称して「外部専門

家」といいます。）の意見、助言等も参考にした上で、取得した情報等に基づいて可能な範囲内において、取締役

会としての意見及び代替案等を株主の皆様にご提示します。

　なお、大規模買付者からの大規模買付情報の提供の有無、提供された大規模買付情報の十分性自体等は、大規模

買付行為に対する対抗措置の発動の要否の判断に影響するものではなく、例えば、公開買付けにより行われる大規

模買付行為の場合は、大規模買付ルール①に従って、公開買付けが実施された場合には、当社株主総会の判断に基

づいて対抗措置の発動の要否が判断されることになり、提供された大規模買付情報が不十分であるといった理由に

基づいて当社取締役会の判断のみによって対抗措置を発動するといった、当社取締役会による裁量的な判断等は一

切排除されることになります。

　大規模買付者が大規模買付ルール①を順守した場合、当社取締役会は、公開買付期間満了前に株主総会を開催

し、当該株主総会において、大規模買付者及び当社取締役会の承認を得ることなく大規模買付者から新株予約権を

承継した者又はこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行動する者として当社取締役会が認めた者

（以下、「大規模買付者等」といいます。）のみ行使することができないという内容の行使条件及び大規模買付者

等以外の者からは、当社取締役会が別途定める一定の日に当社株式１株と引き換えに新株予約権を取得できる旨の

取得条項等が付された新株予約権の無償割当てに関する議案を、決議の対象として上程します。

　大規模買付者が大規模買付ルール②を順守した場合、当社取締役会としては、株主の皆様に対して、それまでに

受領した大規模買付情報を提供するほか、外部専門家の意見、助言等も参考にした上で、当社取締役会としての意

見及び代替案等をご提示いたしますが、当該大規模買付行為に対する対抗措置の発動は行いません。

　これに対し、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合、当社取締役会は、当社の企業価値を著しく毀

損しない買付行為の条件を全て満たす場合を除き、一定の基準日を設定した上で、対抗措置として新株予約権の無

償割当ての決議を行います。
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４．上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

(1）基本方針の実現に資する特別な取組みについて

　上記２.の「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」については、当社の企業価値の向上ひいては株主共

同の利益の確保・向上のための取組みであり、基本方針の実現に沿うものであります。

　したがって、当該取組みは当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とする

ものではありません。

(2）基本方針に照らして不適切な支配の防止のための具体的な取組みについて

ア　当該取組みが基本方針に沿うものであること

　本対応方針は、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、①株主

の皆様がその是非について十分な時間をかけて検討し、その判断を株主総会の場において表明する機会を確保する

こと、及び②当社取締役会としても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付者及び大規模買付行為

に関して十分な情報等を得られるように努力するものであります。また、本対応方針は、公開買付け以外の方法に

よって大規模買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、当社取締役会の同意を得ることを求め、

当社取締役会の事前の同意なく行われた大規模買付行為に対しては、一定の対抗措置を採ることとしており、企業

価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図ることを目指しており、基本方針に沿うものであります。

イ　当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的と

するものではないこと

　本対応方針は、①第123回定時株主総会において、買収防衛策に係る定款変更案及び当初対応方針の導入自体に

ついて株主の皆様からご承認いただいた後、第126回定時株主総会及び本定時株主総会において、当初対応方針又

は旧対応方針を一部変更の上で継続することについて、株主の皆様からご承認をいただいており、今後も本対応方

針を一部変更、継続する場合には、定時株主総会において株主の皆様からご承認いただくことを条件としているこ

と、②大規模買付ルール①に従った公開買付けによる大規模買付行為が行われた場合には、公開買付期間の満了前

までに株主総会を開催し、本対応方針に基づいた対抗策を発動するか否かにつき直接的に株主の皆様にご判断いた

だくこととなっていること、③本対応方針の有効期間を平成27年に開催する当社の定時株主総会までとし、本対応

方針の継続について、改めて株主の皆様のご判断を仰ぐこと、④当社定款第41条（定款変更により条数が変更され

た場合には同条項に相当する条項とします。）に基づいて、当社取締役会は、いつでも本対応方針を廃止すること

ができること、⑤第123回定時株主総会において取締役の任期を１年とする定款変更議案を株主の皆様にご承認い

ただいており、取締役の選任を通じて株主の皆様の意向をより直接的に反映することから、株主の皆様の意思をよ

り反映する仕組みとなっております。

　また、本対応方針は、客観的かつシンプルな大規模買付ルールを設定していることに加え、大規模買付者に対し

て対抗措置が発動されない場合についても、客観的な基準が設定されており、取締役会の恣意性を排除する措置が

なされているといえます。

　更に、本対応方針は、毎年株主の皆様により選任される取締役によって構成される当社取締役会において、随

時、本対応方針の継続又は改廃の決議を行うことができ、デッドハンド型買収防衛策又はスロー・ハンド型買収防

衛策のいずれでもありません。

　以上の理由により、当社取締役会は、上記３.の「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業

の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」について、当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益

を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 

（3）研究開発活動

 該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 110,000,000

計 110,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 30,860,000 30,860,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株　

計 30,860,000 30,860,000 － －

 

（2）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（4）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成25年10月１日～

平成25年12月31日
－ 30,860,000 － 3,140 － 2,235

 

（6）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（7）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 （平成25年12月31日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

－ 単元株式数1,000株
　普通株式 712,000

（相互保有株式）

　普通株式 37,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 29,705,000 29,705 同上

単元未満株式 普通株式 406,000 － －

発行済株式総数 30,860,000 － －

総株主の議決権 － 29,705 －

　（注）「単元未満株式」の中には、当社保有の自己株式及び相互保有株式が次の通り含まれております。

自己株式 419株　

相互保有株式  

菱油商事株式会社 725株　

②【自己株式等】

 （平成25年12月31日現在）

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

神姫バス株式会社

兵庫県姫路市西駅

前町１番地
712,000 － 712,000 2.31

（相互保有株式）

菱油商事株式会社

神戸市兵庫区駅南

通１丁目１番11号
37,000 － 37,000 0.12

計 － 749,000 － 749,000 2.43

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,157 8,894

受取手形及び売掛金 2,020 2,000

未収運賃 738 627

有価証券 90 49

商品及び製品 425 464

仕掛品 43 145

分譲土地建物 822 510

原材料及び貯蔵品 91 104

その他 1,758 1,041

貸倒引当金 △10 △11

流動資産合計 13,136 13,826

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,763 23,954

減価償却累計額 △15,838 △16,173

建物及び構築物（純額） 7,924 7,780

機械装置及び工具器具備品 2,699 2,990

減価償却累計額 △2,226 △2,207

機械装置及び工具器具備品（純額） 473 783

車両運搬具 12,610 12,216

減価償却累計額 △10,677 △10,551

車両運搬具（純額） 1,933 1,665

土地 16,408 16,407

リース資産 3,822 3,909

減価償却累計額 △1,957 △1,774

リース資産（純額） 1,864 2,134

建設仮勘定 31 132

有形固定資産合計 28,636 28,903

無形固定資産

のれん 37 28

その他 291 280

無形固定資産合計 329 309

投資その他の資産

投資有価証券 3,366 3,799

その他 2,733 2,504

貸倒引当金 △383 △366

投資その他の資産合計 5,717 5,937

固定資産合計 34,682 35,150

資産合計 47,819 48,976
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,059 1,104

短期借入金 309 789

1年内返済予定の長期借入金 681 435

リース債務 707 759

未払金 3,120 3,096

未払法人税等 456 178

事故補償引当金 10 10

賞与引当金 885 776

過年度雑収計上旅行券引当金 15 15

その他 1,923 2,073

流動負債合計 9,168 9,237

固定負債

長期借入金 1,035 901

リース債務 1,240 1,469

退職給付引当金 596 597

役員退職慰労引当金 114 125

負ののれん 2 0

その他 2,728 2,840

固定負債合計 5,716 5,934

負債合計 14,885 15,171

純資産の部

株主資本

資本金 3,140 3,140

資本剰余金 2,235 2,235

利益剰余金 26,880 27,512

自己株式 △419 △424

株主資本合計 31,835 32,463

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,080 1,322

その他の包括利益累計額合計 1,080 1,322

少数株主持分 18 19

純資産合計 32,934 33,805

負債純資産合計 47,819 48,976
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高 30,353 31,850

売上原価 22,613 23,745

売上総利益 7,740 8,104

販売費及び一般管理費 6,734 7,015

営業利益 1,005 1,088

営業外収益

受取利息 15 14

受取配当金 40 42

持分法による投資利益 24 19

その他 81 123

営業外収益合計 162 200

営業外費用

支払利息 19 11

固定資産除却損 22 22

不正関連損失 17 －

その他 19 18

営業外費用合計 79 52

経常利益 1,088 1,236

特別利益

固定資産売却益 19 27

運行補助金 143 177

車両等購入補助金 56 7

投資有価証券売却益 － 18

負ののれん発生益 52 －

特別利益合計 271 230

特別損失

固定資産除却損 － 11

固定資産圧縮損 35 2

貸倒引当金繰入額 84 －

特別損失合計 119 13

税金等調整前四半期純利益 1,241 1,453

法人税等 554 670

少数株主損益調整前四半期純利益 686 783

少数株主利益 0 0

四半期純利益 686 782
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 686 783

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 97 240

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 1

その他の包括利益合計 96 242

四半期包括利益 783 1,025

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 783 1,025

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　　（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算出しております。

　　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれんの償却額及び

負ののれんの償却額は、次の通りであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

減価償却費 1,915百万円 1,847百万円

のれんの償却額 9 9

負ののれんの償却額 1 1

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

　　　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 75 2.5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

平成24年11月13日

取締役会
普通株式 75 2.5 平成24年９月30日 平成24年12月13日 利益剰余金

 　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

　　　配当金支払額　

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 75 2.5 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

平成25年11月11日

取締役会
普通株式 75 2.5 平成25年９月30日 平成25年12月10日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日 至　平成24年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他

（注）
合計

自動車運送
車両物

販・整備
業務受託 不動産　

レジャー

サービス 
旅行貸切 計

売上高   　 　  　    

外部顧客への

売上高

　

13,289 3,394 2,359　 2,252　 6,008 2,377 29,682 671 30,353

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

62 1,647 27　 369　 － 64 2,171 378 2,550

計 13,352 5,042 2,387　 2,621　 6,008 2,442 31,854 1,049 32,904

セグメント利益又は

セグメント損失(△)
△384 295 138　 926　 145 △85 1,034 △19 1,015

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食料品・雑貨・化粧品等

の物品販売、広告代理、清掃・警備、農業等を含んでおります。

　　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,034

「その他」の区分の損失（△） △19

セグメント間取引消去 △9

四半期連結損益計算書の営業利益 1,005

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（重要な負ののれん発生益）　

「車両物販・整備」セグメントにおいて、連結子会社である神姫産業株式会社の株式を追加取得したことに

より負ののれん発生益を計上しております。

当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第３四半期連結累計期間において52百万円です。

なお、この負ののれん発生益は特定の報告セグメントに係るものではないため、全社の利益として認識して

おります。　
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日 至　平成25年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他

（注）
合計

自動車運送
車両物

販・整備
業務受託 不動産　

レジャー

サービス 
旅行貸切 計

売上高   　 　  　    

外部顧客への

売上高

　

13,527 3,927 2,300　 2,597　 5,887 2,541 30,781 1,068 31,850

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

56 1,488 27　 287　 － 66 1,926 373 2,300

計 13,584 5,416 2,327　 2,885　 5,887 2,607 32,708 1,442 34,151

セグメント利益又は

セグメント損失(△)
△389 316 179　 992　 82 △49 1,131 △51 1,079

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食料品・雑貨・化粧品等

の物品販売、広告代理、清掃・警備、農業等を含んでおります。

　　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 1,131

「その他」の区分の損失（△） △51

セグメント間取引消去 9

四半期連結損益計算書の営業利益 1,088

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下の通りであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 22円77銭 25円97銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 686 782

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 686 782

普通株式の期中平均株式数（千株） 30,153 30,147

　(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　①　中間配当について

　　　　平成25年11月11日開催の取締役会において、第131期の中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

　　(イ）中間配当による配当金の総額……………………75百万円

　　(ロ）１株当たりの金額…………………………………２円50銭

　　(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年12月10日

　（注）  平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。

　

　②　その他

　　　特記すべき事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成26年２月14日

神姫バス株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 荒井　憲一郎　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石田　博信　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上田　美穂　　印

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている神姫バス株

式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２５年　

１０月１日から平成２５年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年４月１日から平成２５年１２

月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包

括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、神姫バス株式会社及び連結子会社の平成２５年１２月３１日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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